
 
議案第１０号 

 

 瑞穂町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年２月２７日 

 

提出者  瑞穂町長   山 﨑  栄 

 

 

（提案理由） 

 長岡コミュニティセンタートレーニングルームの使用条件を改定

するため、条例を改正する必要があるので、本案を提出する。 

 

 

   瑞穂町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 

 瑞穂町コミュニティセンター条例（平成１３年条例第２１号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第７条中「同一の者が」の前に「トレーニングルームを除き、」

を加える。 

別表第３中 

「 

使用区分 

 

 

施設名 

午前１ 午前２ 午後１ 午後２ 夜間 

９時～１

１時３０

分 

１１時３

０分～２

時 

２時～４

時３０分 

４時３０

分～７時 

７時～９

時３０分 

ホールＡ １区分につき１，０００ 

 

 

 



 
ホールＢ １区分につき１，０００ 

トレーニン

グルーム 

１人につき１００ 

ただし、使用できる者は、中学生以上とする。 

  」を 

「 

使用区分 

 

 

施設名 

午前１ 午前２ 午後１ 午後２ 夜間 

９時～１

１時３０

分 

１１時３

０分～２

時 

２時～４

時３０分 

４時３０

分～７時 

７時～９

時３０分 

ホールＡ １区分につき１，０００ 

ホールＢ １区分につき１，０００ 

 

 使用区分 

 

 

施設名 

午前９時～午後９時３０分 

トレーニン

グルーム 

１人につき１回２時間以内１００ 

ただし、使用できる者は、中学生以上とする。 

 」に

改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年６月１日から施行する。 
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瑞穂町コミュニティセンター条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第6条 略 第1条から第6条 略 

(使用期間) (使用期間) 

第7条 コミュニティセンターの使用は、ト

レーニングルームを除き、同一の者が連続

して3日を超えて使用することはできな

い。ただし、町長が特に必要があると認め

るときは、この限りでない。 

第7条 コミュニティセンターの使用は、 

            同一の者が連続

して3日を超えて使用することはできな

い。ただし、町長が特に必要があると認め

るときは、この限りでない。 

第8条から第17条 略 第8条から第17条 略 

  

別表第1及び別表第2 略 別表第1及び別表第2 略 

別表第3(第9条関係) 別表第3(第9条関係) 

長岡コミュニティセンター使用料 長岡コミュニティセンター使用料 

(単位：円) (単位：円) 

略 
 

略 
 

  

使用区分 

 

 

 

 

施設名 

午前

1 

午前

2 

午後

1 

午後

2 

夜間 

9時

～11

時30

分 

11時

30分

～2

時 

2時

～4

時30

分 

4時3

0分

～7

時 

7時 

～9 

時30

分 

ホールA 1区分につき1,000 

ホールB 1区分につき1,000 

 

使用区分 

 

 

施設名 

午前9時～午後9時30分 

トレーニ

ングルー

ム 

1人につき1回2時間以内100 

ただし、使用できる者は、中

学生以上とする。 
 

使用区分 

 

 

 

 

施設名 

午前

1 

午前

2 

午後

1 

午後

2 

夜間 

9時

～11

時30

分 

11時

30分

～2

時 

2時

～4

時30

分 

4時3

0分

～7

時 

7時

～9

時30

分 

ホールA 1区分につき1,000 

ホールB 1区分につき1,000 

トレーニ

ングルー

ム 

1人につき100 

ただし、使用できる者は、中

学生以上とする。 
 

備考 略 備考 略 
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   附 則 

 この条例は、令和8年6月1日から施行す

る。 

 

  

  

 


